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わだいむらのの

1

高原地区を現地視察

　鹿児島地域（鹿児島市、三島村、十島村、日置市、
いちき串木野市の３市２村）農政推進会議等より
農地集積（農地中間管理事業含む）及び鳥獣被害防
止対策について視察に来られました。 
　事業説明や意見交換を行った後、高原地区の耕
作放棄地解消や鳥獣被害対策防止柵等を視察。 
　意見交換では、農業者が高齢化していく中で、
農業者の確保・育成、担い手への農地集積や鳥獣
被害防止対策等により地域農業を維持・発展させ
ていくために、更に地区や集落での話し合い活動
が重要であることを改めて再確認できました。

　第１３回相良村健康ウォーキング大会が開催さ
れました。あいにくの天候でしたが、２歳から
８２歳までの８４人が参加し、柳瀬構造改善セン
ターをスタート。参加者はゴミ袋を手に、コース
途中に落ちているゴミを拾いながらウォーキング
をしました。蓑毛観音堂や十島菅原神社では解説
を聞いて身近な歴史にも触れました。
　ゴール後には食生活改善推進員からだご汁が振
る舞われたり、福引抽選会もあったりと賑わった
ウォーキング大会となりました。

傘を差しながらも元気にウォーキング

雨にも負けず！
相良村健康ウォーキング大会1

3 村の農業の取り組みを視察
鹿児島地域より来村24

2

　人吉球磨地区狂犬病予防動物愛護協議会主催の
犬のしつけ教室が相良村ふれあいセンターで行わ
れました。人吉警察犬訓練所所長の開田氏を講師
に迎え、約３０人の飼い主の皆さんと約２０頭の
ワンちゃんが参加しました。
　「お座り」「待て」などが上手にできた時に褒美

（ジャーキーなど）を与えることを繰り返して覚え
させ、何をしたらダメなのか、どうしてほしいの
かを分かるように教えることが最も大事だという
ことです。開田氏のしつけにより、元気なワンちゃ
んが見事に従順になる姿に歓声があがりました。

開田氏の指示に従う犬

　人吉球磨の小・中学校の教職員を対象とした教
育論文表彰が行われ、相良南小学校の土肥弘実教
諭、永田あとり教諭の２人の論文が、１２２点の
応募の中から特選に選ばれました。
　土肥教諭は「学習意欲の向上を図り、科学的思
考力・表現力を育成する理科学習の創造～第５学
年及び第６学年～」、永田教諭は「気づきの質を高
め、児童の自立への基礎を養う生活科学習をめざ
して～豊かな体験と学びを表現する学習過程と学
習指導の工夫～」で特選を受賞しました。

表彰状と楯を持って村長に受賞報告

2
8

犬のしつけ方法学ぶ
犬のしつけ教室

南小の教諭２人特選受賞
教育論文表彰17

2
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生徒たちにわかりやすく講演する興野康也医師

　相良中学校２・３年生を対象とした講演会が開
かれ、吉田病院の興

おき

野
の

康
やす

也
なり

医師を講師に招き、事
前の質問に対して答えながら、軽妙なトークでわ
かりやすい講演会をしていただきました。
　①死にたくなった②孤立した③気持ちが落ち
込んで、何もできない④必要以上に食べてしまう
⑤身近な人から暴力を受けた時などはＳＯＳを出
すよう呼びかけました。
　特に３年生は質疑応答を中心に話をされ、卒業
後、生活していくための話もあり、生徒たちは真
剣に聞き入っていました。

　ＪＡくま茶業部会青年部と相良村銘茶研究によ
る村職員を対象としたおいしいお茶のいれ方研修
会が行われ、午前と午後の部合わせて約５０人が
参加しました。
　この研修は、村特産のお茶の魅力をＰＲするた
めに行われ、今回が２回目。岩見晴雄部長は、「３
年前も実施したが、若い職員にも特産のお茶につ
いて知ってほしい」と話し、お茶の効能や種類、
お茶のいれ方について、丁寧に説明しました。職
員は実践形式でお茶のいれ方などを学び、様々な
茶葉やお湯の温度でいれたお茶を試飲しました。

様々ないれ方でお茶を味わった

相良茶のおいしさ知って
おいしいお茶のいれ方研修会3

3心の健康づくり講演会
自殺対策事業3

3

緑白綬有功章　受章
平成２６年度農事功績表彰5

3役場を美しい花が彩る
郡山さんがランを展示8

3

　郡山幸弘さん（永江）が育てた「セロジネ」とい
う種類の白いランの花の植木鉢が役場のカウン
ターなどに飾られ、庁舎内を華やかに彩り、役場
を訪れる人の目を和ませています。
　郡山さんは、ご自宅にたくさんの花を育てられ
ています。「寒冷期でお花が少ない時期なので、早
めに開花させた。役場に来られた方にお花を楽し
んでほしい」と話されました。
　次は「タイワンセッコク」というランを提供し
てくださるということです。

白に黄色のワンポイントが美しいセロジネ

　宮原正勝さん（井沢）が、公益社団法人大日本農
会（総裁：桂宮宜仁親王殿下）が主催する「平成２６
年度農事功績表彰」で緑白綬有功章を受章しました。
　宮原さんは、葉タバコの生産をされ、球磨地域
の葉タバコ総収納額で８年連続首位を記録するな
ど、熊本県の葉タバコ生産の躍進に貢献された功
績が認められ、受章されました。
　宮原さんは「戦後貧しい中、必死で農業に励み、
技術を磨いてきた。このような立派な勲章をいた
だいて光栄。」と受章を喜ばれました。

夫婦そろって受章を村長に報告
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“笑顔”の魔法
熊本県市町村広報担当者による合同特集

　

熊
本
県
の
高
齢
化
率
は
27
・
２
㌫

（
平
成
25
年
度
調
べ
）。
全
国
平
均
の

24
㌫
を
超
え
て
い
ま
す
。
県
の
平
均

寿
命
と
１
０
０
歳
以
上
の
人
の
割
合

は
ど
ち
ら
も
全
国
10
位
内
。
ま
さ
に

熊
本
は
長
寿
の
県
で
す
。

　

高
齢
者
の
孤
独
死
や
介
護
負
担
の

増
加
は
私
た
ち
に
と
っ
て
も
深
刻
な

問
題
で
す
。
高
齢
社
会
を
支
え
る
人

へ
の
環
境
づ
く
り
も
大
切
で
す
が
、

高
齢
者
自
身
が
元
気
に
暮
ら
す
こ
と

も
必
要
で
す
。
高
齢
者
が
元
気
に
暮

ら
す
た
め
に
必
要
な
こ
と
、
そ
れ
は

｢

生
き
が
い｣

で
す
。

　

日
本
で
は
、医
療
や
食
べ
物
が
充

実
し
て
き
た
こ
と
で
平
均
寿
命
が

延
び
、
高
齢
化
が
進
ん
で
い
ま
す
。

熊
本
県
も
同
じ
状
況
で
す
。

　

高
齢
化
社
会
を
乗
り
切
る
た
め

に
は
、平
均
寿
命
だ
け
で
な
く
、高

齢
者
が
元
気
に
日
常
生
活
を
送
れ

る
健
康
寿
命
を
延
ば
す
こ
と
が
大

切
で
す
。｢

生
き
が
い｣

に
は
健
康

寿
命
を
延
ば
す
効
果
が
あ
り
ま
す
。

　

高
齢
者
が
健
康
に
暮
ら
す
こ
と

で
、
本
人
の
認
知
症
や
要
介
護
状

態
に
な
る
こ
と
を
未
然
に
防
ぐ
こ

と
は
も
ち
ろ
ん
、介
護
を
す
る
人
の

負
担
も
減
ら
す
こ
と
が
で
き
ま
す
。

熊
本
学
園
大
学 

社
会
福
祉
学
部

  　
　

和
田 

要
か
な
め 

学
部
長
（
62
）

　
健
康
寿
命
を
延
ば
す

　                 「
生
き
が
い
」

進
む
県
内
の
高
齢
化

5％

10％

15％

20％

25％

30％

35％

10 万人

20 万人

30 万人

40 万人

50 万人

60 万人

15.4%
18.3%

21.3%
23.7%

25.6%

28.9%
31.6%

33.3%

28.4
万人

34.1
万人

39.6
万人

43.7
万人

46.3
万人

51.3
万人

54.5
万人

55.4
万人

H2 H7 H12 H17 H22 H27 H32 H37

●熊本県内の 65 歳以上の人口と割合
　（出典：熊本県推計人口調査）

「退職して良かったと思えたのは 1 カ月だけ」。こん
な声を聞いたことはありませんか。長年続けて来た
仕事を引退したあと、日常に物足りなさを感じる人
も少なくありません。老後の暮らしを充実させるた
めに自分の『生きがい』について考えてみませんか。
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チャーリー永谷さん（79）

熊本市在住の歌手でカントリー
ミュージックの第一人者。1989
年から南阿蘇村の巨大野外ス
テージ「アスペクタ」で、国内最
大のカントリーミュージックの祭
典「カントリーゴールド」を主催。

20
歳
の
誕
生
日
に
仲
間
が
演

奏
し
て
く
れ
た
カ
ン
ト

リ
ー
ミ
ュ
ー
ジ
ッ
ク
が
き
っ
か
け
で

し
た
。
演
奏
を
聞
い
た
瞬
間
、
私
は

大
き
な
衝
撃
を
受
け
ま
し
た
。｢
こ

の
音
楽
が
し
た
い｣

。
そ
の
思
い
だ

け
で
大
学
を
辞
め
、
カ
ン
ト
リ
ー
歌

手
の
道
を
選
び
ま
し
た
。

　

カ
ン
ト
リ
ー
ゴ
ー
ル
ド
は
今
回
で

26
年
目
に
な
り
ま
し
た
。
こ
の
イ
ベ

ン
ト
に
は
リ
ピ
ー
タ
ー
が
た
く
さ
ん

い
ま
す
。
毎
年
フ
ァ
ン
と
元
気
に
会

え
る
こ
と
を
喜
び
合
い
、
最
後
に
は

来
年
の
再
会
を
約
束
し
て
別
れ
ま

す
。私
に
と
っ
て
は
出
会
い
が
一
番
。

人
と
の
ふ
れ
あ
い
で
つ
な
が
り
を
広

げ
る
こ
と
が
、
音
楽
と
同
じ
く
ら
い

楽
し
み
で
す
。

参
加
者
に
は｢

カ
ン
ト
リ
ー

ゴ
ー
ル
ド
は
、
年
に
１
度
遠

く
離
れ
た
家
族
が
集
ま
る
日
に
な
っ

て
い
る｣
と
言
っ
て
く
れ
る
人
も
い

ま
す
し
、
北
海
道
か
ら
車
で
イ
ベ
ン

ト
に
参
加
し
て
く
れ
る
人
も
い
ま

す
。
た
く
さ
ん
の
人
に
イ
ベ
ン
ト
の

継
続
を
願
っ
て
も
ら
っ
て
い
る
こ
と

が
あ
り
が
た
い
で
す
ね
。

　

イ
ベ
ン
ト
を
続
け
て
い
く
た
め
に

は
、
私
が
元
気
で
い
な
け
れ
ば
な
り

ま
せ
ん
。
待
っ
て
く
れ
て
い
る
フ
ァ

ン
の
た
め
に
も
、
病
気
や
怪
我
を
し

な
い
と
思
う
気
持
ち
が
私
の
元
気
の

秘
訣
で
す
。

い
ま
は
カ
ン
ト
リ
ー
ゴ
ー
ル
ド

30
回
目
の
開
催
を
目
指
し
て

頑
張
っ
て
い
ま
す
。
音
楽
で
た
く
さ

ん
の
人
と
つ
な
が
り
が
で
き
ま
し

た
。
人
生
の
早
い
時
期
か
ら
カ
ン
ト

リ
ー
ミ
ュ
ー
ジ
ッ
ク
に
出
会
え
て
本

当
に
良
か
っ
た
で
す
。こ
れ
か
ら
も
、

音
楽
で
人
と
の
つ
な
が
り
を
広
げ
て

い
き
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

元
気
は
音
楽
と
人
か
ら

音楽を聞き、踊ることが
私の生きがいです。老人
ホームなどで踊りを披露
しています。皆さんが喜
んでくれることがうれし
いです。何でもいいので、
年をとっても趣味を持つ
ことは大切です。 川

かわしま

嶋 捷
としのり

㓛さん (75)

カントリーミュージックが
大好きです。カントリー
ミュージックでは、知ら
ない人でもすぐ友だちに
なれます。音楽を通して、
人と関わることができる
ので、健康でいられるの
だと思います。 河

こ う ち

内 信
のぶゆき

行さん (71)

　

自
分
の
能
力
を
高
め
た
い
。
だ
れ

か
に
喜
ん
で
ほ
し
い
。
つ
な
が
り
を

作
り
た
い
。
ど
ん
な
目
的
か
ら
も
生

き
が
い
を
見
つ
け
る
こ
と
が
で
き
ま

す
。
新
し
く
生
き
が
い
を
見
つ
け
る

だ
け
で
な
く
、
自
分
の
知
識
や
技
術

を
地
域
や
人
に
伝
え
る
こ
と
も
生
き

が
い
で
す
。

　
大
切
な
の
は
一
生
懸
命
に
な
る
こ

と
。
生
き
が
い
を
持
つ
こ
と
で
あ
な

た
は
も
っ
と
輝
き
ま
す
。
あ
な
た
の

｢

い
き
い
き｣

は
家
族
や
地
域
の
人

に
も
伝
わ
り
、
み
ん
な
を｢

い
き
い

き｣

さ
せ
ま
す
。
生
き
が
い
は
み
ん

な
を
笑
顔
に
す
る
魔
法
で
す
。

　

熊本県市町村広報担当者による合同特集 ― ” 笑顔” の魔法 ―

interview

◎ Profile（チャーリー ながたに）

私の『生きがい』ファンに聞く

私の
生きがい

い
つ
ま
で
も
元
気
で
い
る
た
め
に

　

　
あ
な
た
の
魔
法
は

誰
を
笑
顔
に
し
ま
す
か
？
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２
月
18
日
、
平
成
26
年
度
熊
本

県
茶
振
興
大
会
が
Ｊ
Ａ
熊
本
経
済

連
本
館
で
行
わ
れ
、
平
成
26
年
度

県
茶
品
評
会
及
び
県
経
済
連
茶
生

産
流
通
協
議
会
茶
共
進
会
表
彰
が

行
わ
れ
ま
し
た
。

　

品
評
会
で
は
、
福
岡
利
幸
さ
ん

が
最
高
賞
の
農
林
水
産
大
臣
賞
を

受
賞
す
る
快
挙
を
達
成
さ
れ
、
そ

の
ほ
か
相
良
村
の
茶
生
産
者
の
皆

さ
ん
が
上
位
入
賞
を
果
た
し
ま
し

た
。

　

５
点
以
上
出
品
が
あ
っ
た
市
町

村
の
上
位
３
点
の
合
計
点
の
最
も

高
い
市
町
村
に
贈
ら
れ
る
産
地
賞

を
２
年
連
続
で
受
賞
し
、
相
良
村

の
お
茶
の
品
質
の
高
さ
を
証
明
し

ま
し
た
。

茶
品
評
会

【
産
地
賞
】

　

相
良
村
（
５
９
６
点
）

【
荒
茶
の
部
】

■
農
林
水
産
大
臣
賞　

　

蒸
し
製
玉
緑
茶　

　

相
良
村
銘
茶
研
究
会　

　

有
限
会
社
サ
ン
テ
ィ
ー

　

福
岡　

利
幸

■
九
州
農
政
局
長
賞

　

普
通
煎
茶

　

相
良
村
銘
茶
研
究
会　

　

有
限
会
社
サ
ン
テ
ィ
ー

　

川
上　

誠
一

■
熊
本
県
知
事
賞

　

普
通
煎
茶

　

相
良
村
銘
茶
研
究
会　

　

渡
邊　

和
夫

■
全
国
茶
商
工
業
協
同
組
合
連
合

会
理
事
長
賞

　

普
通
煎
茶

　

相
良
村
銘
茶
研
究
会

　

宮
﨑　

雄
二

【
茶
園
の
部　

特
別
賞
】

■
九
州
農
政
局
長
賞

　

渡
邊　

和
夫

■
公
益
法
人
日
本
茶
業
中
央
会　

会
長
賞

　

川
上　

誠
一

茶
共
進
会

【
個
人
賞
】

■
普
通
煎
茶
の
部

　

二
等　

宮
﨑　

雄
二

■
蒸
し
製
玉
緑
茶
の
部

　

二
等　

山
村　

孝
行

　
　
　
　

赤
坂　

成
子

【
共
販
賞
】

■
個
人
の
部　

優
秀
賞

　

野　

隆
一

　

松
山　

剛

　

松
田　

邦
男

　

赤
坂　

優
二

　

福
岡　

利
幸

　

宮
原　

章
知

左から受賞された川上誠一さん、福岡利幸さん、渡邊和夫さん

農林水産大臣賞 産地賞 受賞
快挙 !

昨年に引き続き今年も産地賞を受賞

賞状を受け取る宮﨑雄二さん
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保健福祉のひろば

●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●
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の保健福
祉

ひろば

４月の小児科在宅当番医

５日㈰ 公立多良木病院小児科
12日㈰ 増田クリニック小児科
19日㈰ 人吉医療センター　小児科
26日㈰ たかはし小児科内科医院
29日㈷ やまむら医院

４２－２５６０
２２－３５７０
２２－２１９１
２４－２２２２
４５－０００５

〈受診時間/午前9時～午後5時〉

※受診される場合は、医療機関へ連絡してください。

　
季
節
も
春
と
な
り
、
過
ご
し
や
す
い
季

節
に
な
り
ま
し
た
。

　
３
月
は
、
ひ
な
飾
り
を
作
り
ま
し
た
。

　
４
月
は
、
こ
い
の
ぼ
り
作
り
を
予
定
し

て
い
ま
す
。

　
ぜ
ひ
お
友
達
を
誘
っ
て
、
気
軽
に
お
い

で
く
だ
さ
い
♪

■
日
時　
４
月
15
日（
水
）　

　
　
　
　
午
前
９
時
30
分
よ
り
受
付

■
場
所　
相
良
村
ふ
れ
あ
い
セ
ン
タ
ー

※
準
備
の
都
合
上
、
10
日（
金
）ま
で
お
知

ら
せ
く
だ
さ
い
。

【
問
合
せ
先
】

　
福
祉
係　

　
完
全
予
約
制
年
金
相
談
会
を
、人
吉
市・

球
磨
郡
で
毎
週
３
回
開
催
。

　
年
金
の
専
門
家　
社
会
保
険
労
務
士
が

あ
な
た
の
疑
問
に
お
答
え
し
ま
す
。

■
開
催
日

○
人
吉
市
役
所

　
〈
月
曜
日
〉

　
　
６
日
・
13
日
・
20
日
・
27
日

　
〈
金
曜
日
〉

　
　
３
日
・
10
日
・
17
日
・
24
日

○
多
良
木
町
役
場

　
〈
水
曜
日
〉

　
　
１
日
・
15
日

○
錦
町
役
場

　
〈
水
曜
日
〉

　
　
８
日
・
22
日

【
問
合
せ
・
予
約
申
し
込
み
】

　
国
保
係
ま
た
は
八
代
年
金
事
務
所

　
予
約
担
当

　
（
☎
０
９
６
５

－

３
５

－

６
１
２
３
）

相
良
村
子
育
て
応
援
事
業

ち
ゃ
ち
ゃ
ク
ラ
ブ
だ
よ
り

年
金
相
談
会
の
開
催

　
　
　
　
　

  

〈
４
月
分
〉

パ
ス
ポ
ー
ト
の
申
請
か
ら

受
取
ま
で
の
日
数
が

短
く
な
り
ま
す

お問い合わせは　保健福祉課（直通）☎３５−１０３２
国保係　戸籍係　福祉係　保健係（ふれあいセンター内）

　

平
成
27
年
４
月
１
日
か
ら
、
旅
券（
パ

ス
ポ
ー
ト
）の
申
請
か
ら
受
取
ま
で
の
所

要
日
数
が
次
の
と
お
り
短
縮
さ
れ
ま
す
。

■
申
請
か
ら
受
取
ま
で
の
所
要
日
数

　
３
月
31
日
ま
で
…
11
日
間

　
４
月
１
日
か
ら
…
９
日
間

（
所
要
日
数
に
土
日
祝
は
含
み
ま
せ
ん
。）

■
申
請
・
受
取
場
所

　
住
民
登
録
を
さ
れ
て
い
る
市
町
村
の

旅
券
窓
口
で
の
申
請
・
受
取
と
な
り

ま
す
。

■
申
請
時
間

　
月
曜
日
～
金
曜
日

　
午
前
９
時
～
午
後
４
時
30
分

■
交
付
時
間

　
月
曜
日
～
金
曜
日

　
午
前
９
時
～
午
後
５
時
ま
で

【
問
合
せ
先
】

　
詳
細
に
つ
い
て
は
、
旅
券
窓
口
に
お

問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

　
戸
籍
係

ちゃちゃクラブに参加しませんか？
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■平成２６・２７年度の保険料率
　保険料率は２年ごとに見直され、熊本県内で均一となります。

　　　　　　均等割額　47,900 円　　　　　 所得割率　9.26 ％
　保険料額（年額）＝均等割額＋所得割額｛（総所得金額等－３３万円）× 所得割率｝
　　※ 年額５７万円が上限です。

■平成２７年度は保険料軽減対象者が拡大します。
　所得が低い方や被用者保険加入者（※）に扶養されていた方の保険料は、継続して軽減されます。
　（※）被用者保険とは協会けんぽ、健保組合、共済組合などです。

  所得が低い方の軽減  
　◆保険料の均等割額（被保険者全員が等しく負担する保険料）の軽減
　　世帯（被保険者と世帯主）の総所得金額等が次の金額を超えない場合に適用されます。

　　　「基礎控除額（３３万円）」を超えない世帯で、被保険者全員の年金収入の
　　　控除額をそれぞれ８０万円として計算したうえで所得が０円となる場合　　　　　　　　　９割軽減　

　　　「基礎控除額（３３万円）」を超えない世帯　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　８.５割軽減

　　　「基礎控除額（３３万円）」＋「２６万円 × 世帯の被保険者数」を超えない世帯（拡大） 　　　５割軽減

　　　「基礎控除額（３３万円）」＋「４７万円 × 世帯の被保険者数」を超えない世帯（拡大）　　　２割軽減
　　＊総所得金額等の計算には、専従者控除、譲渡所得の特別控除は適用されません。

　◆保険料の所得割額（所得に応じて負担する保険料）の軽減
　　被保険者の総所得金額等が

　　　「基礎控除（３３万円）」＋５８万円を超えない方　　　　　　　　　　　　　　　　　　　５割軽減

  被用者保険加入者に扶養されていた方の軽減  
　被用者保険加入者に扶養されていた方も、特別措置として、当分の間は保険料の均等割額が９割軽減され
ます（所得割額はかかりません）。
　対象となる方は、後期高齢者医療の資格を得た日の前日に、被用者保険加入者に扶養されていた方になり
ます。

■後期高齢者医療保険料の納め方について
　後期高齢者医療保険料は、特別徴収（年金からの差し引き）又は普通徴収（納付書又は口座振替）により納め
ることになります。

  特別徴収の方  
　　平成２７年４月より年金からの差し引きにより保険料を納めていただきます。
　　※申し出により口座振替へ変更することができます。

  普通徴収の方  
　　平成２７年７月より納付書又は口座振替により保険料を納めていただきます。

　【問合せ先】国保係

後期高齢者医療被保険者の皆さまへ

保健福祉のひろば
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保健福祉のひろば

　平成２７年度成人用肺炎球菌予防接種を下記のとおり実施しますので、対象者の方で申込みされる方は、
保健福祉課保健係へお申込みください。①の対象者の方には、別途通知致します。

■接種対象者
　①年度末年齢６５歳（昭和２５年４月２日生～昭和２６年４月１日生の方）
　　年度末年齢７０歳（昭和２０年４月２日生～昭和２１年４月１日生の方）
　　年度末年齢７５歳（昭和１５年４月２日生～昭和１６年４月１日生の方
　　年度末年齢８０歳（昭和１０年４月２日生～昭和１１年４月１日生の方）
　　年度末年齢８５歳（昭和５年４月２日生～昭和６年４月１日生の方）
　　年度末年齢９０歳（大正１４年４月２日生～大正１５年４月１日生の方）
　　年度末年齢９５歳（大正９年４月２日生～大正１０年４月１日生の方
　　年度末年齢１００歳（大正４年４月２日生～大正５年４月１日生の方）

②６０歳以上６５歳未満の方であって、心臓、腎臓もしくは呼吸器の機能、またはヒト免疫不全ウイルスに
よる免疫の機能に障害を有する方

■接種回数　１回
■受付期間　平成２７年４月１日（水）～平成２８年３月１５日（火）
■受付場所　役場　保健福祉課　保健係
■実施期間　平成２７年４月１日（水）～平成２８年３月３１日（木）
■接種費用　２，７００円
■申込み方法　申請書郵送、電話による申込み、来庁による申込み
■注意事項

① 既に「ニューモバックスＮＰ（２３価肺炎球菌ポリサッカライドワクチン）」を接種したことがある方は、
対象外となります。
※過去５年以内に、「ニューモバックスＮＰ（２３価肺炎球菌ポリサッカライドワクチン）」を接種されたこ

とのある方が、再度接種された場合、副反応が強く発現するとの報告があっています。今まで接種を受
けたことがないことを、かかりつけ医などによく確認しましょう。

【問合せ先】保健係

平成２７年度の国民年金保険料額は、月額１５，５９０円となりました。　

■前納制度（保険料の前払い）があります
　国民年金保険料を前納する場合の期間及び納付すべき額について、厚生労働省告示により定められました。

　前納制度を利用し、現金で保険料を１年度分前納した場合、毎月払いと比べて３, ３２０円の割引となり、 ６
カ月分前納でも７６０円の割引になります。また、口座振替制度を利用すると、２年度分前納で１５, ３６０円、
１年度分前納で３, ９２０円、６カ月分前納で１, ０６０円の割引となり、大変お得です。

　口座振替の引落方法は、（1）２年度分の前納（４月～翌々年３月分）
　　　　　　　　　　　　（2）１年度分の前納（４月～翌年３月分）
　　　　　　　　　　　　（3）６カ月分の前納（４月～９月分、１０月～翌年３月分）
　　　　　　　　　　　　（4）毎月（早割）　　※納付期限よりも 1 カ月早く振替
　　　　　　　　　　　　（5）毎月（割引なし）
　の５種類から選んでお申し込みいただくことができます。

平成２７年度成人用肺炎球菌予防接種について

国民年金のお知らせ

【問合せ先】国保係
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図
書
館
め
ぐ
り

相
良
中
学
校
図
書
館
の
活
動
を
紹
介
し
ま
す

【
今
回
の
担
当
：
鵜
口
（
相
良
中
）】

第
六
回

　
ご
ぞ
ん
じ
で
す
か
？

　
相
良
村
の
小
・
中
学
校
の
図
書
館
は
児

童
や
生
徒
、
先
生
方
だ
け
で
な
く
、
地
域

の
方
も
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

今
回
は
夏
休
み
に
行
っ
た
「
保
育
園
読
み

聞
か
せ
訪
問
」
に
つ
い
て
ご
紹
介
し
ま
す
。

　

こ
の
活
動
は
、
平
成
19
年
度
か
ら
行
っ

て
お
り
、
今
回
で
６
回
目
の
実
施
で
す
。

図
書
委
員
と
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
委
員
の
年
間

行
事
の
一
つ
で
す
が
、
委
員
会
外
か
ら
の

参
加
も
あ
り
、
総
勢
40
名
で
の
活
気
あ
る

活
動
に
な
り
ま
し
た
。

　

プ
ロ
グ
ラ
ム
や
絵
本
の
選
書
な
ど
は
生

徒
た
ち
が
決
め
、
夏
休
み
に
入
っ
て
、
部

活
動
の
合
間
な
ど
に
何
度
も
練
習
し
ま
す
。

当
日
ま
で
の
準
備
が
と
て
も
大
切
で
す
。

今
年
は
「
手
あ
そ
び
」
も
入
れ
ま
し
た
が
、

こ
れ
が
な
か
な
か
年
頃
の
生
徒
に
は
恥
ず

か
し
か
っ
た
様
子
。
し
か
し
、
本
番
で
は

無
邪
気
な
園
児
た
ち
に
大
い
に
助
け
ら
れ

ま
し
た
。
他
に
折
り
紙
や
、
プ
ー
ル
の
お

手
伝
い
も
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
生

徒
た
ち
も
か
わ
い
い
園
児
が
喜
ん
で
く
れ

た
り
、
久
し
ぶ
り
に
懐
か
し
い
先
生
方
に

会
え
、
声
を
か
け
て
い
た
だ
い
た
り
と
、

緊
張
の
中
に
も
と
て
も
楽
し
い
時
間
を
過

ご
し
て
い
た
よ
う
で
し
た
。
来
年
も
ま
た

参
加
し
た
い
と
感
想
を
述
べ
て
い
ま
す
。

　

毎
年
村
内
の
保
育
園（
暁
・
な
つ
め
・
あ

ざ
み
保
育
園
）の
先
生
方
を
は
じ
め
、
関
係

し
て
い
た
だ
く
多
く
の
方
に
感
謝
の
気
持
ち

で
い
っ
ぱ
い
に
な
り
ま
す
。
こ
の
活
動
を
と

お
し
て
、
絵
本
に
つ
い
て
学
び
、
人
の
役
に

立
つ
こ
と
の
喜
び
を
知
り
、
さ
ら
に
心
を
育

て
て
い
っ
て
ほ
し
い
と
思
い
ま
す
。折り紙づくり 読み聞かせ

■立木の伐採には届出が必要です。
　非常災害時以外で、民有林（雑木、クヌギ等も含む）の立木を伐採するときは、森林法により村へ
の伐採届（伐採及び伐採後の造林の届出）が必要です。
　提出後、村から「適合通知書」が交付されないと合法的な伐採はできませんのでご注意ください。
　また、１ヘクタール以上の山林を山林以外に転用する場合は、県知事の林地開発許可が必要とな
ります。

提 出 期 間 伐採を開始しようとする日の９０日から３０日前まで

提 出 書 類
○伐採届（伐採及び伐採後の造林届出書）

○伐採箇所の図面

提出先・問い合わせ 相良村産業振興課　林務係　☎３５－１０３４

※保安林を伐採する場合は、県への届出が必要ですのでご注意ください。
※無届で立木を伐採した場合、１００万円以下の罰金の罰則を受ける場合があります。

林務係から山に関してのお知らせです

やまびこ便り
産業振興課林務係

不定期発行
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軽自動車税の減免制度があります
　次の要件に該当される場合は、軽自動車税が減免されます。但し、申請が必要です。
　詳しくは、お問い合わせください。
■要件

・身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳の交付を
受けられた方（かつ、障害の等級など一定の要件にあてはまる方）等が所有する軽自動車等。

・障がいのある方などが専ら利用するための構造となっている軽自動車等。
■必要なもの
　該当する手帳、運転免許証（運転される方のもの）、車検証、納税者の印鑑、納税通知書
■申請期限
　納税通知書受領後から納期限の７日前まで　【４月２３日（木）まで】
　※ 期限後の受付はできません。
■申請場所
　相良村役場　税務課

二輪車にかかる税率の引き上げ期日の変更について
　軽自動車税の税率の引き上げについて、広報さがら１月号にてお知らせしておりましたが、平成２７年度
税制改正において、二輪車（原付・バイク・小型特殊自動車など）については、適用期日が変更となりました。
詳細に関してはわかり次第お知らせいたします。

【問合せ先】税務課　☎３５－１０３１（直通）

　　　投 票 日：平成２７年４月１２日（日）
　　　投票時間：午前７時～午後７時

■選挙人名簿登録の基準日　平成２７年４月２日（木）
■告示日　平成２７年４月３日（金）
■投票ができる方
　①村内に住所を有する方又は、引き続き３ヶ月以上県内に住所を有する方

　転入された方においては、３ヶ月以上村内に住所を有する方（平成２７年１月２日までに転入届をした方）
又は、選挙人名簿に登録されている方が、村内から引き続き熊本県内の他の市町村の区域内に住所を移し
た方で、転出先の選挙人名簿に登録されていない方

　②満年齢が２０歳以上の方
　　平成７年４月１３日までに生まれた方
　以上①②の条件をともに満たしている方で、選挙人名簿に登録されていることが条件です。
■期日前投票（不在者投票）について
　投票日に用件（仕事・旅行・冠婚葬祭等）のため投票所に行けない方は、期日前投票（不在者投票）ができます。
　期間 ： 平成２７年４月４日（土）～４月１１日（土）
　時間 ： 午前８時３０分～午後８時まで
　場所 ： 相良村役場１階村民ホール　　※ 投票所入場券をお持ちください。
■不在者投票について
　他市町村や病院、老人ホーム等の不在者投票記載場所において、不在者投票を行うことができます。

相良村選挙管理委員会　☎３５－０２１１

平成27年度 軽自動車税の納期限は４月３０日（木）です

熊本県議会議員一般選挙のお知らせ

忘れずに投票してね
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カ
ン
キ
ツ
類
の
開
花
期
防
除
に

当
た
っ
て
は
、
農
薬
散
布
に
よ
る

ミ
ツ
バ
チ
へ
の
危
害
が
生
じ
な
い

よ
う
、
近
く
の
養
蜂
家
と
巣
箱
の

位
置
や
防
除
計
画
な
ど
事
前
に
情

報
交
換
を
行
い
ま
し
ょ
う
。ま
た
、

農
薬
散
布
に
際
し
て
は
、
ミ
ツ
バ

チ
や
巣
箱
に
農
薬
が
か
か
ら
な
い

よ
う
十
分
注
意
し
ま
し
ょ
う
。

■
問
合
せ

　

熊
本
県
農
業
技
術
課

　

☎
０
９
６

−
３
３
３

−

２
３
８
１

　

畜
産
課

　

☎
０
９
６

−

３
３
３

−

２
４
０
１

　

球
磨
地
域
振
興
局　

　

農
業
普
及
・
振
興
課　

　

☎
２
４

−

４
１
１
７

　

鯉
の
ぼ
り
の
季
節
と
な
り
ま
し

た
が
、
感
電
事
故
防
止
の
た
め
、

電
線
付
近
で
の
鯉
の
ぼ
り
の
掲
揚

は
絶
対
に
行
わ
な
い
で
く
だ
さ
い
。

　

ま
た
、
電
線
付
近
で
の
魚
釣
り

も
危
険
で
す
。

　

万
一
、
鯉
の
ぼ
り
や
釣
り
糸
が

電
線
に
か
か
っ
た
場
合
は
、
自
分

で
取
ろ
う
と
せ
ず
、
お
近
く
の
九

州
電
力
ま
で
ご
連
絡
い
た
だ
き
ま

す
よ
う
お
願
い
し
ま
す
。

■
問
合
せ

　

九
州
電
力
株
式
会
社

　

人
吉
営
業
所

　

☎
０
１
２
０

−

９
８
６

−

６
０
８

　

現
在
、
人
吉
市
と
球
磨
郡
９
町

村
に
お
い
て
、
人
吉
球
磨
定
住
自

立
圏
形
成
協
定
を
締
結
し
、「
集

約
と
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
」
の
考
え
方

に
基
づ
き
、
中
心
市
で
あ
る
人
吉

市
と
近
隣
自
治
体
が
相
互
に
連
携

と
協
力
を
行
い
、
圏
域
の
活
性
化

を
図
る
た
め
、「
人
吉
球
磨
定
住

自
立
圏
共
生
ビ
ジ
ョ
ン（
案
）」
の

策
定
を
行
っ
て
お
り
ま
す
。

　

そ
こ
で
、
こ
の
案
を
公
開
し
相

良
村
民
の
皆
さ
ん
か
ら
の
意
見
を

募
集
し
ま
す
。

■
公
開
す
る
資
料　

人
吉
球
磨
定
住
自
立
圏
共
生
ビ

ジ
ョ
ン（
案
）

■
公
開
場
所　

　

役
場
総
務
課
企
画
情
報
係

■
募
集
期
間　

　

３
月
26
日（
木
）～

　

４
月
24
日（
金
）※
消
印
有
効

■
提
出
方
法　

　

住
所
、
氏
名
、
意
見
を
明
記

し
、
公
開
場
所
に
あ
る
投
函
箱

に
投
函
す
る
か
、電
子
メ
ー
ル
・

郵
送
・
Ｆ
Ａ
Ｘ
で
提
出
し
て
く

だ
さ
い
。

※
ご
意
見
を
い
た
だ
い
た
後
、

人
吉
球
磨
定
住
自
立
圏
共
生

ビ
ジ
ョ
ン
懇
談
会
で
さ
ら
に

協
議
し
ま
す
。

■
問
合
せ

　

役
場
総
務
課
企
画
情
報
係　

　

☎
３
５

−

０
２
１
１

　

メ
ー
ル

　
　

info@
vill.sagara.lg.jp

■
内
容

ホ
ー
ム
ス
テ
イ
・
文
化
交
流
・

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
・
学
校
体
験
・

野
外
活
動
な
ど

■
派
遣
先

米
国
・
英
国
・
豪
州
・
カ
ナ
ダ
・

サ
イ
パ
ン
・
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
・

フ
ィ
ジ
ー
・
フ
ィ
リ
ピ
ン

募
　集

おしらせ

■
日
程

　

７
月
23
日（
木
）～

　

８
月
16
日（
日
）

　

８
～
18
日
間

■
対
象

　

小
学
校
３
年
生
～
高
校
３
年
生

■
参
加
費

　

25
～
69
万
円

■
説
明
会

　

予
約
不
要
・
入
場
無
料

　

福
岡
会
場

エ
イ
ム
ア
テ
イ
ン　

セ
ミ
ナ
ー

ル
ー
ム

福
岡
県
福
岡
市
博
多
区
博
多
駅

前
３

−

25

−

24

☎
０
９
２

−

４
７
７

−

８
０
３
０

■
締
切

５
月
26
日（
火
）及
び

６
月
８
日（
月
）

※
コ
ー
ス
に
よ
り
異
な
る

■
問
合
せ
・
資
料
請
求

　
（
公
財
）国
際
青
少
年
研
修
協
会

　

☎
０
３

−

６
４
１
７

−

９
７
２
１

　

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ　

　
　

http://w
w

w
.kskk.or.jp

九
州
電
力
か
ら

感
電
事
故
防
止
の
お
願
い

ミ
ツ
バ
チ
に
対
す
る

農
薬
危
害
防
止
に
つ
い
て

「
人
吉
球
磨
定
住
自
立
圏

共
生
ビ
ジ
ョ
ン（
案
）」
に

対
す
る
意
見
募
集

夏
休
み
海
外
研
修

交
流
プ
ロ
グ
ラ
ム

参
加
者
募
集



12

　

専
門
技
術
・
知
識
を
習
得
し
、

ス
キ
ル
ア
ッ
プ
す
る
た
め
の
訓
練

生
を
募
集
し
ま
す
。

　

事
業
所
に
す
で
に
就
職
し
て
い

る
従
業
員
の
皆
さ
ん
、
ま
た
、
技

術
を
身
に
付
け
て
今
後
の
仕
事
に

役
立
て
た
い
と
い
う
就
職
準
備
中

の
皆
さ
ん
な
ど
大
歓
迎
で
す
。

　

電
話
で
ま
ず
問
い
合
わ
せ
し
て

み
て
く
だ
さ
い
。

■
募
集
科
目

　

①
木
造
建
築
科

　

②
配
管
科

■
訓
練
期
間 

平
成
27
年
４
月 

～ 

平
成
28
年
３
月

授
業
は
主
に
土
曜
日（
終
日
。

一
部
全
曜
日
に
も
実
施
）

年
間
約
60
日
程
度
。

■
受
講
料 

　

年
間
３
万
円

■
募
集
締
切 

　

４
月
30
日（
木
）

■
取
得
可
能
資
格 

　

１
級
・
２
級
の
技
能
士
の
国

家
資
格
が
取
得
可
能
で
す
。

■
助
成
金

　

雇
用
保
険
適
用
事
業
所
に
在

職
し
て
い
る
方
に
は
、
事
業
所

に
対
し
て
国
か
ら
助
成
金
が
交

付
さ
れ
ま
す
。

■
申
込
み
・
問
合
せ

　

人
吉
球
磨
能
力
開
発
セ
ン
タ
ー

　

☎
２
２

−

２
４
７
５

　

10
月
実
施
の
土
木
施
工
管
理
技

士
試
験
に
申
し
込
み
を
予
定
し
て

い
る
方
、
今
か
ら
申
し
込
み
を
さ

れ
る
方
、
試
験
対
策
講
座
を
実
施

し
ま
す
の
で
奮
っ
て
参
加
し
て
下

さ
い
。

　

試
験
の
申
し
込
み
に
つ
い
て
も

ご
相
談
下
さ
い
。

■
訓
練
期
間　
　

　

７
月
～
10
月
の
土
曜
日
の

　

10
日
間

■
時
間　
　

　

午
前
９
時
～
午
後
４
時

　
（
６
時
間
）

■
募
集
期
間　
　

　

４
月
13
日（
月
）～
28
日（
火
）

■
受
講
料　
　

２
万
円（
テ
キ
ス
ト
代
を
含
み

ま
す
）

※
実
地
試
験
対
策
の
み
を
受

講
は
５
千
円（
テ
キ
ス
ト
代

別
）。

■
注
意
事
項　

 

　

10
月
実
施
の
試
験
に
申
込
み

を
予
定
し
て
い
る
方
が
対
象
と

な
り
ま
す
。　

　

試
験
申
し
込
み
ま
た
は
要
項

な
ど
も
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

■
問
合
せ
・
申
込
先

職
業
訓
練
法
人 

人
吉
球
磨
能

力
開
発
セ
ン
タ
ー

☎
２
２

−

２
４
７
５

■
内
容

　

様
々
な
職
種
で
働
く
た
め
に

必
要
な
職
業
能
力
と
ビ
ジ
ネ
ス

ソ
フ
ト（
Ｗ
ｏ
ｒ
ｄ
・
Ｅ
ｘ
ｃ

ｅ
ｌ
・
Ｐ
ｏ
ｗ
ｅ
ｒ
Ｐ
ｏ
ｉ
ｎ

ｔ
）の
知
識
及
び
技
能
・
技
術

を
習
得
す
る
。

■
日
程

　

６
月
１
日（
月
）～

　

８
月
31
日（
月
）

■
時
間

　

午
前
９
時
～
午
後
３
時
50
分

■
場
所

　

有
限
会
社
シ
ス
テ
ム
ラ
ン
ド

■
定
員　

15
人　

※
選
考
あ
り

■
受
講
料　

無
料

※
テ
キ
ス
ト
代
８
９
１
４
円

※
資
格
取
得
の
為
の
受
験
料
は

別
途
各
自
負
担

■
募
集
期
間

　

３
月
23
日（
月
）～

　

４
月
20
日（
月
）

■
問
合
せ

　

有
限
会
社
シ
ス
テ
ム
ラ
ン
ド

　

☎
２
２

－

６
９
９
１

　

障
が
い
の
あ
る
方（
身
体
、
知

的
、
精
神
、
発
達
、
難
病
、
高
次

脳
機
能
障
が
い
）を
対
象
と
し
た

職
業
訓
練
を
企
業
等
に
委
託
し
て

県
内
各
地
で
行
っ
て
お
り
、
受
講

生
を
募
集
し
て
い
ま
す
。

　

仕
事
に
必
要
な
技
能
習
得（
パ

ソ
コ
ン
操
作
や
実
習
等
）の
た
め

の
25
コ
ー
ス
を
計
画
し
て
お
り
、

訓
練
期
間
は
原
則
３
か
月
、
受
講

料
は
無
料
で
す（
教
材
代
な
ど
は

必
要
）。

■
申
込
先

求
職
者
は
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク

在
職
者
は
熊
本
県
立
高
等
技
術

専
門
校 

☎
０
９
６

−

３
７
８

−

０
１
２
１

■
主
催

　

熊
本
県
立
高
等
技
術
専
門
校

平
成
27
年
度
職
業
訓
練
生

募
集

求
職
者
支
援
訓
練

オ
フ
ィ
ス
Ｉ
Ｔ
基
礎
科

受
講
者
募
集

障
が
い
者
委
託
訓
練

受
講
生
募
集

「
2
級
土
木
施
工
管
理
技
士
」

試
験
対
策
講
座　

受
講
生
募
集
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村長エッセー 「誰が正しいか？」

　
こ
の
広
報
さ
が
ら
４
月
号
を
村
民
の

皆
様
が
目
に
す
る
頃
は
桜
の
時
季
で
、

満
開
は
い
つ
だ
ろ
う
か
？
花
見
は
い
つ

に
し
よ
う
か
？
と
悩
ん
で
お
ら
れ
る
頃

だ
と
思
い
ま
す･･･

。

　
原
稿
を
書
い
て
い
る
今
は
梅
が
満
開

で
ほ
の
か
な
香
り
の
先
に
は
梅
木
が
あ

り
ま
す
。

☆

　
先
日
、
熊
本
市
で
の
あ
る
会
合
に
参

加
し
た
折
、
末
次
一
郎
と
い
う
人
間
の

話
に
な
り
ま
し
た
。
そ
の
人
は
大
正
生

ま
れ
の
佐
賀
県
出
身
、
青
少
年
の
健
全

育
成
を
目
指
し
青
年
海
外
協
力
隊
の
創

設
に
尽
力
し
た
こ
と
で
知
ら
れ
て
い
ま

す
。
ま
た
、
佐
藤
栄
作
内
閣
や
中
曽
根

康
弘
内
閣
で
は
参
与
と
し
て
歯
に
衣
着

せ
ぬ
意
見
を
言
う
、
ま
さ
に
知
恵
と
勇

気
を
尽
く
し
た
誠
実
一
心
の
生
涯
を

送
っ
た
人
で
す
。
末
次
一
郎
は
こ
の
よ

う
に
言
っ
て
お
り
ま
す
。

「
誰
が
正
し
い
か
で
は
な
く　

何
が
正
し
い
か
見
究
め
る
」

　
真
新
し
い
言
葉
で
は
な
く
非
常
に
シ

ン
プ
ル
な
言
葉
で
す
。
し
か
し
、
と
て

も
大
事
な
言
葉
だ
と
思
い
ま
す
。
誰
が

正
し
い・・と
い
う
視
点
で
世
の
中
を
見

て
い
く
と
視
野
が
狭
く
な
り
誤
っ
て
し

ま
う
。
と
も
す
れ
ば
宗
教
じ
み
て
も
く

る
。
何
が
正
し
い・・を
見
き
わ
め
て
い

く
姿
勢
は
そ
の
過
程
で
む
し
ろ
視
野
が

広
く
な
り
正
し
い
判
断
に
近
づ
く
、
と

い
う
こ
と
で
す
。

☆

　
い
ま
、
村
議
会
の
３
月
定
例
会
が
開

会
さ
れ
て
お
り
ま
す
。
新
年
度
予
算
を

は
じ
め
村
づ
く
り
に
か
か
わ
る
議
案
の

提
出
を
し
て
い
ま
す
。
い
く
つ
か
紹
介

し
ま
す
と
、

①
グ
ロ
ー
バ
ル
な
人
材
を
育
て
る
た
め

の
中
学
生
海
外
研
修

②
少
子
化
対
策
・
定
住
促
進
・
保
護
者

の
負
担
軽
減
策
と
し
て
多
子
世
帯
入

学
祝
金

③
現
在
の
百
歳
の
敬
老
祝
金
に
加
え
米

寿
祝
金

④
私
自
身
に
も
か
か
わ
る
こ
と
で
す

が
、
そ
の
立
場
に
応
じ
た
適
正
報
酬

の
確
保
と
し
て
村
長
（
か
つ
て
の
村

財
政
悪
化
を
理
由
と
す
る
20
％
カ
ッ

ト
を
元
に
戻
す
）・
議
員
等
の
報
酬

改
定
な
ど
で
す
。☆

　
相
良
村
に
は
副
村
長
も
教
育
長
も
議

会
の
度
重
な
る
否
決
に
よ
り
不
在
で

す
。
さ
ま
ざ
ま
な
議
案
も
德
田
村
長
が

出
す
か
ら
反
対
で
は
困
り
ま
す
。
そ
の

議
案
に
対
し
て
村
民
の
た
め
に
可
決
し

て
も
ら
い
た
い
も
の
で
す
。

☆

　
最
後
に
な
り
ま
し
た
が
、
こ
の
4
月

は
進
学
・
就
職
な
ど
で
人
生
の
大
き
な

節
目
を
迎
え
ら
れ
た
村
民
も
お
ら
れ
る

と
思
い
ま
す
。
お
祝
い
申
し
上
げ
ま
す

と
と
も
に
益
々
の
ご
活
躍
を
期
待
し
ま

す
！

相良村長

德 田  正 臣
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日 月 火 水 木 金 土
1 2 3 4

●ノーテレビデー・
ノーゲームデー

5 6 7 8 9 10 11
●家庭の日 ◆母子健康手帳

　交付・両親学級
　（受付9:00～9:20
　ふれあいセンター）

●村内小・中学校
始業式

●村内小・中学校
入学式

●総合体育館休館日
●ノーテレビデー・

ノーゲームデー

12 13 14 15 16 17 18
●熊本県議会議員

一般選挙投票日
◆ちゃちゃクラブ ◆３～４か月児健

診（Ｈ26.12.6
～ H27.１.5生）

　（山江村会場）

●総合体育館休館日
●ノーテレビデー・

ノーゲームデー

19 20 21 22 23 24 25
◆母子健康手帳
　交付・両親学級
　（受付9:00～9:20
　ふれあいセンター）

◆７か月児育児学
級

　（H26.8月生）
　（山江村会場）

●収納窓口延長
　（税務課）
　午後7時まで

◆１才６か月児健
診

　（H25.7月～ 9
月生）

◆乳幼児発達相談

●総合体育館休館日
●ノーテレビデー・

ノーゲームデー

26 27 28 29 30
●昭和の日
●ふれあいゴルフ
   集合8:00
　開始9:00
　チェリーゴルフ

人吉コース●総合体育館休館日
●ノーテレビデー・

ノーゲームデー

★４月は軽自動車税、国民健康保険税第１期の
納付月です。納め忘れのないよう便利な口座
振替のご利用を！

★保育料は毎月納期限内に納め
ましょう！保育料の納期は
毎月２５日です。

　（２５日が土・日・祝祭日の
場合は、翌日になります。）

４月の行事予定 変更になる場合もあります。 ◆保健福祉関係　●教育委員会ほか

☆毎週木曜日は「ノーテレビデー・ノーゲームデー」…
　テレビやゲームから離れ、生み出された時間を学習や読書、家族団らんなどの時間としましょう。

■問合せ先　相良村役場　保健福祉課　保健係　☎３５－１０３２

貸し出し
エコバッグ

　「貸し出しエコバッグ」は、マイバッグを忘れた時に「貸し出し
エコバッグ」を借りて、次回お買い物の時に返却することで、レ
ジ袋を使用せず、ごみの減量化と地球温暖化防止、石油資源の消
費抑制、人吉球磨クリーンプラザ焼却炉の延命化につながります。
　お気軽に利用して地域にエコバッグの輪を広げましょう。

「貸し出しエコバッグ」は
ご自由にお使い
いただけます。

「貸し出しエコバッグ」取り組み実施店

㈱ゆめマート、㈱Ａコープ、コープ熊本学校生協、㈱オカモト

マイバッグ地球に対するおもてなし 人吉球磨地域レジ袋削減推進協議会

次回お買い物の時に
借りたお店にご返却を
お願いします。

借りる
とき

返す
とき



〈問合せ先〉総務課35-0211

相良村の人口と世帯

世帯数　1,655世帯（△４）
男　　　2,260人　（△11）
女　　　2,534人　（△５）
計　　　4,794人　（△16）

（２月末現在）

※（　）内は、先月末との差です。
※外国人住民を含めた集計です。

香
典
返
し
〈
２
月
分
〉

相
良
村
社
会
福
祉
協
議
会
へ

※
敬
称
略

村木/茶 村花/福寿草 村鳥/セキレイ

西
　
村
　
健
　
二
（
松
馬
場
）

上
　
村
　
孝
　
紀
（
十
　
島
）

田
　
中
　
ス
エ
子
（
上
川
下
）

橋
　
口
　
千
　
鳥
（
平
　
原
）

田
　
中
　
清
　
勝
（
十
　
島
）

西
　
谷
　
光
　
子
（
中
　
央
）

園
　
田
　
千
　
代
（
平
　
原
）

古
　
川
　
美
智
子
（
井
　
沢
）

林
　
田
　
利
　
知
（
中
四
浦
）

会
場
は
多
く
の
聴
衆
で
埋
め
尽
く
さ
れ
た

講
師
の
宮
口
侗
廸
教
授

地域が輝くむらづくり講演会
　

３
月
５
日（
木
）、
村
総
合
体
育
館

研
修
室
で
、
地
域
が
輝
く
む
ら
づ
く

り
講
演
会
が
行
わ
れ
ま
し
た
。
早
稲

田
大
学
教
育
総
合
科
学
学
術
院
教
授

で
文
学
博
士
の
宮
口
侗と
し

廸み
ち

氏
を
講
師

に
招
き
、「
発
展
の
契
機
を
い
か
に
つ

か
む
か
―
地
域
リ
ー
ダ
ー
の
育
成
と

か
か
わ
っ
て
―
」
と
い
う
演
題
で
講

演
さ
れ
ま
し
た
。

　

日
本
全
国
の
地
域
資
源
を
活
か
し

た
む
ら
づ
く
り
の
事
例
を
写
真
と
と

も
に
紹
介
し
な
が
ら
、
都
会
に
は
な

い
村
の
良
さ
や
地
域
活
性
化
の
ア
イ

デ
ア
に
つ
い
て
話
さ
れ
ま
し
た
。

　

群
馬
県
の
あ
る
集
落
で
は
、
高
齢

者
の
世
帯
が
７
戸
し
か
な
い
が
、
毎

日
持
ち
回
り
で
、
み
ん
な
で
一
緒
に

夕
食
を
食
べ
る
こ
と
で
、
住
民
の
楽

し
み
や
安
否
確
認
に
つ
な
が
っ
て
い

る
と
い
う
事
例
を
挙
げ
、「
自
分
た
ち

で
工
夫
し
て
、
豊
か
さ
を
作
り
だ
す

こ
と
が
大
切
。」と
話
し
て
い
ま
し
た
。

　

参
加
し
た
約
90
人
は
、メ
モ
を
取
っ

た
り
、
う
な
ず
い
た
り
し
な
が
ら
、

熱
心
に
耳
を
傾
け
て
い
ま
し
た
。

発行日／平成27年３月26日　　編集・発行／熊本県球磨郡相良村総務課
〒868-8501 熊本県球磨郡相良村大字深水2500番地1
TEL 0966–35–0211　  FAX 0966–35–0011
E-mail  info@vill.sagara.lg.jp　 ホームページ  http://www.vill.sagara.lg.jp/

子どもさん（赤ちゃん）のご応募をお待ちしています。お誕生日の記念にいかがですか？

イチバンちゃん募集中！！

わがやのイチバン

白
し ら

谷
た に

　優
ゆ

愛
な

 ちゃん

　　　琉
る

輝
き

 くん

（井沢区）
生年月日：平成２２年７月２４日

生年月日：平成２４年７月２３日
お父さん：弘和さん
お母さん：みゆきさん

お母さんからのメッセージ

「明るい子に育ってね♬」

　
役
場
の
梅
の
花
が
満
開
を
迎
え
、

ピ
ン
ク
の
鮮
や
か
な
花
が
役
場
を
訪

れ
る
人
を
出
迎
え
ま
す
。

　
寒
い
日
が
続
き
ま
す
が
、
春
が
少

し
ず
つ
近
づ
い
て
い
る
よ
う
で
す
。

【今月の表紙】


